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東日本区理事主題 ： ワイズの方向性を見極める “Our Future Direction” 

スローガン ： ユースエンパワーメントを YMCA と共に“ Youth Empowerment ” 

東日本区理事 山田公平（宇都宮） 

 

国際会長主題  “ Together for a Better World”（より良い世界のために、共に） 

  スローガン  “ Arise and Shine ”（立ち上がろう、そして輝こう）   

A・シャナヴァスカーン（インド） 

 

アジア太平洋地域会長主題 “ Make a Great Impact ”（ 大きなインパクトを起こそう） 

  スローガン “Be Bold and Serve by Faith ”  （大胆に、信念をもって奉仕しよう） 

                            ジョウン・ウォン（香港） 

 

 

 

  

2024～2025 

東日本区年次代議員会Work Book 

2025 年 6 月 7 日（土）10:00～11:30 

ライトキューブ宇都宮 大会議室 201 
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ワイズソング・ワイズの信条・ＹＭＣＡの歌 

 

ワイズソング・いざ立て 

１． いざ立て 心あつくし ２． 歌えば 心ひとつに 

 手を挙げ 誓いあらたに  ともがき ひろがり行きて 

 われらの モットー守る  遠きも 近きも皆 

 ふさわし その名ワイズメン  奉げて 立つやワイズメン 

 絶えせず めあて望み  栄えと 誉れ豊か 

 この身を 奉げ尽くさん  まことは 胸にあふれん 

 

ワイズの信条 

□ 自分を愛するように 隣人を愛そう 

□ 青少年のために ＹＭＣＡにつくそう 

□ 世界的視野をもって 国際親善をはかろう 

□ 義務を果たしてこそ 権利が生ずることをさとろう 

□ 会合には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

 

 

ＹＭＣＡの歌  

 ２． 開拓のみむねかしこみ 

 福音のみ旗は進む 

 地のはての国々までも 

 ひかりありＹＭＣＡ 

 われらまた勇みて行かん 

 

３．民族のへだてとりさり 

手をつなぎ一つとなりぬ 

もろともに心合わせて 

みのりありＹＭＣＡ 

われらまた誓いて勝たん 

 

 

１． 若人のあつきいのりは 

 百年の歴史をつづる 

 とこしえののぞみにもえて 

 さかえありＹＭＣＡ 

 われらまたこぞりて起たん 
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2024-2025年度 東日本区年次代議員会 

2025 年 6 月 7 日(土) 10：00～11:30 

大会議室 201 

開会式 

司 会 書記 大和田 浩二 

開会点鐘 理事 山田 公平 

ワイズソング・ワイズの信条 一同 

開会祈祷 司会者 

開会挨拶 理事 山田 公平 

定足数確認 書記 大和田 浩二 

成立宣言  理事 山田 公平 

議事録署名人選出 

議案審議  議長 榎本 博 

第 1 号議案 2024-2025 年度 東日本区年次報告承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

第 2 号議案 2024-2025 年度 東日本区中間決算報告および会計監査報告承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

第 3 号議案 次期理事（2025-2026 年度理事）等の指名の件 

提案者 直前理事（指名委員会委員長） 佐藤 重良 

第 4 号議案 2025-2026 年度東日本区理事方針、予算案、役員案承認の件 

提案者 次期理事 山下 真 

第 5 号議案 2025-2026 年度臨時代議員会実施承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

第 6 号議案 区の範囲検討を踏まえた必要な定款・定款施行細則の変更承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

第 7 号議案 部の在り方の検討を踏まえた必要な定款・定款施行細則の変更承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

第 8 号議案 東日本区大会の実行体制の変更に必要な定款・定款施行細則の変更承認の件 

提案者 理事 山田 公平 

監事講評 行政監事 清水 弘一 

財政監事 小倉 恵一 

閉会式 

  YMCA の歌 一同 

閉会挨拶 次期理事 山下 真 

閉会点鐘 理事 山田 公平 
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役職 クラブ名 氏名 出欠 役職 クラブ名 氏名 出欠

部長 札幌北 柴田　伸俊 部長 甲府 ピーター・マウントフォード

部選出代議員 北見 古賀　勝巳 部選出代議員 長野 森本　俊子

会長 札幌 小野　健 会長 甲府 小倉　恵一

会長 北見 大澤　偉和夫 会長 東京西 神谷　幸男

会長 十勝 矢竹　克年 会長 東京武蔵野多摩 渡辺　大輔

部長 宇都宮 大久保　知宏 会長 松本 赤羽  美栄子

部選出代議員 仙台青葉城 南澤　一右 会長 東京サンライズ 御園生　好子

会長 仙台 中川　典幸 会長 甲府21 輿水　順雄

会長 前橋 岸　龍也 会長 東京八王子 並木　真

会長 宇都宮 大久保　知宏 会長 東京たんぽぽ 小原　史奈子

会長 仙台青葉城 菊地　弘生 会長 富士五湖 原　淑子

会長 宇都宮東 岡田　孝司 会長 長野 湯田　勝彦

会長 那須 田村　修也 会長 甲府やまなみ 米山　俊彦

会長 もりおか 長岡　正彦 部長 横浜つるみ 久保　勝昭

会長 仙台広瀬川 菅野    健 部選出代議員 金沢八景 黒川　勝

会長 石巻広域 関川　祐一郎 会長 横浜 古田　和彦

部長 川越 山本　剛史郎 会長 鎌倉 板崎　淑子

部選出代議員 長尾　昌男 会長 厚木 佐藤　節子

会長 東京江東 相川　達男 会長 金沢八景 高橋　徳美

会長 千葉 青木 　清子 会長 横浜つづき 鈴木　茂

会長 東京グリーン 樋口　順英 会長 横浜つるみ 渡邉　光枝

会長 埼玉 浅羽　俊一郎 会長
大和クリエイティブY

サービス 小松　仲史

会長 所沢 澁谷　弘祐 部長 沼津 相磯　優子

会長 東京ひがし 鮎澤　正和 部選出代議員 伊藤 榎本　博

会長 川越 利根川　太郎 会長 熱海 日下　智博

会長 千葉ウェスト 吉﨑　勇 会長 沼津 植野　昌孝

部長 東京むかで 今井　武彦 会長 伊東 齋藤　福男

部選出代議員 東京多摩スマイル 深尾　香子 会長 三島 渡辺　近子

会長 東京 進藤　重光 会長 下田 長田　俊児

会長 東京むかで 神保　伊和雄 会長 熱海グローリー 綾野　憲夫

会長 東京町田コスモス 権藤　徳彦 会長 御殿場 杉山　博恵

会長 東京多摩スマイル 伊藤　幾夫 会長 富士 仁藤　斎浩

富士宮 山本　昭宏

委任状

出席

計

2024‐2025年度  代議員名簿（代議員定数人  重複１人  差引65人 定足数44人）

北

海

道

部

5

北

東

部

11

関

東

東

部

10

東

新

部

6

あ

ず

さ

部

13

湘

南

・

沖

縄

部

9

富

士

山

部

12

千葉ウェスト

会長
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区

2024-2054年度 

年次代議員会議案提案書 

第 1号議案 

提案年月日 2025年 6月 7日 

提案者 山田 公平 

役職 理事 

議案名  2024-2025年度 東日本区年次報告承認の件 

提案趣旨 2024-2025年度 東日本区年次報告の承認をお願いします。 

提案内容 別紙資料参照 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区

2024-2025年度 

年次代議員会議案提案書 

第 2号議案 

提案年月日 2025年 6月 7日 

提案者 山田 公平 

役職 理事 

議案名  2024-2025年度 東日本区中間決算報告承認の件 

提案趣旨 2024-2025年度 東日本区中間決算報告の承認をお願いします。 

提案内容 別紙資料参照 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区

2024-2025 年度 

年次代議員会議案提案書 

第 3 号議案 

提案年月日 2025 年 6 月 7 日 

提案者 佐藤重良 

役職 
直前理事 

（指名委員会委員長） 

議 案 名 東日本区 次期理事（2025-2026 年度理事）等の指名の件 

提案主旨 東日本区 定款第 10 条第 1 項により 次年度の理事、次年度の次期理事、次年度の

次々期理事、および監事の各候補者の指名は、区役員候補者指名委員会（以下指名委

員会という）が行う、とされております。これに基づいて、指名委員会は、以下のよ

うに指名いたしますのでご承認いただき、選出をお願いいたします。 

□定款第 10 条第 3 項（1）次期理事（2025-2026 年度の理事）に

山下真さん（十勝）を指名します。

□定款第 10 条第 3 項（2）次年度の次期理事（2026-2027 年度の理事）に

山下真さん（十勝）を指名します。

□定款第 10 条第 3 項（3）次年度の次々期理事（2027-2028 年度の理事）に

鈴木伊知郎さん（宇都宮東）を指名します。

□定款第 10 条第 3 項（4）次年度の監事（行政）（任期 2025-2027 年度）に

宮内友弥さん（東京武蔵野多摩）を指名します。

提案内容 山下真さん（十勝）は、2025-2027 年度の間、理事を務めることが想定されています。

2025-2026、2026-2027 の 2 期。 

宮内友弥さん（東京武蔵野多摩）は、2025-2027 年の間、行政監事就任となります。 
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（単位：円）

2023-2024年度 2024-2025年度 2025-2026年度

決算額 予算額 予算額

収入の部

東日本区費 10,354,000 9,824,000 9,479,000 前期662名（主事41名含む）後期662名+主事41名

ハンドブック＆ロースター 366,040 300,000 300,000

入会金 150,000 120,000 600,000 6000円×100名

物品売上 0 0 0 ワイズ読本等

国際加盟金 0 34,000 33,300 100ＣＨＦ×2クラブ×166.5円

YMIワールド補助金 133,090 0 0 662名×1CHF×166.5円(2024-2025は支給がない)

受取利息 5 10 20

東日本区支援特別献金 1,200,000 0 サポート献金（1口10,000円）

雑収入 68,606 0 0

　収入の部小計（ア） 11,071,741 11,478,010 10,412,320

　前期繰越金 3,138,375 2,000,000 3,465,986 前期繰越金は2024-2025期決算の見込額

　合　　　　計 14,210,116 13,478,010 13,878,306

支出の部

国際会費 4,291,273 4,075,750 3,857,805 前期662名×17.5CHF×166.5円+後期662名×17.5CHF×166.5円

アジア太平洋地域会費 652,157 616,500 591,828 前期662名×3$×149円+後期662名×3$×149円

アジア地域自然災害緊急支援基金 214,489 205,500 197,276 前期662名×1$×149円+後期662名×1$×149円

国際加盟金 0 201,900 33,300 100CHF×2クラブ×166.5円

租税公課 70,000 70,000 70,000 都税均等割額年額

東日本区大会支援金 363,000 350,000 0 0円×662名

東日本区事務所費(業務委託費） 1,224,000 1,200,000 1,200,000

　　　　　　　　　　　　（家賃） 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100,000円×12ヶ月

会議費 0 0 0 飲物代・会議室代

旅費・交通費 823,700 400,000 400,000 会議研修旅費等（120km以上支給額は実旅費の40％に変更）

区・事業費 565,477 400,000 200,000 メネット活動費

部・事業費 917,800 551,000 0 廃止

事務通信費 267,144 400,000 270,000 プロバイダー料、電話料、送料

宣伝印刷費 145,200 100,000 100,000 広報パンフレット作成費他、YMIワールド編集費

コピー機カウンターチャージ 263,068 240,000 140,000 リース料含む

ハンドブック&ロースター 368,040 300,000 300,000 1,500円×200冊

消耗品・事務用品費 40,439 30,000 30,000 プリンターインク、コピー用紙、ファイル等

EMC物品費 211,200 300,000 620,000 新入会員キット（1名当たり4,000円）100名、2ｸﾗﾌﾞ分ｷﾞｬﾍﾞﾙ他(1ｸﾗﾌﾞ110,000円)

慶弔費 74,408 60,000 60,000 弔電、祝電

銀行手数料 76,255 60,000 60,000 振込料、海外送金手数料、残高証明手数料

雑費 0 25,000 25,000

予備費 0 388,360 0 為替変動準備金他

広報費 0 50,000 50,000 東日本区ウエブサイト更新　スポット契約　50,000円/回

活動費補助 理事/次期理事/直前理事 30,000 40,000 0 理事2万、次期理事1万、直前理事1万

　　　　　 書記/会計 40,000 20,000 0 1万×2

　　　　　 事業主任 80,000 40,000 0 1万×4

　　　　　 部長 140,000 70,000 0 1万×7

　　　　　 委員長/専任委員 70,000 40,000 0 5,000×8

　　　　　 監事 20,000 10,000 0 5,000×2

　　　　　 理事スタッフ 20,000 10,000 0 5,000×2

　支出の部小計（イ） 12,167,650 11,454,010 9,405,209

　次期繰越金 2,042,466 2,024,000 4,473,097

　合　　　　計 14,210,116 13,478,010 13,878,306

　当期余剰金（ア）－（イ） 24,000 1,007,111

2025-2026年度　東日本区会計予算

項　目 算　出　根　拠
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年 月

10 木

12 土

31 木 26 30-8/3

1-3

15 金 前期区費納期 10

23 土

5-7 金-日

4

11

25

10 月 ワイズデー 22 かながわ部　部大会

29 土

8 月

10 土

31 土 15

31 土

15 日 10

15 日

14－15
土
日

～15 日

5 日

RBM 11-12
土
日

18

～１０ 日 未定

15 金

23 土

6 土

6 土

13 西日本区大会（奈良）

　　　　　　　2 0 2 5 - 2 0 2 6 年 度　　東 日 本 区 行 事 予 定　　　　　　　　　　　　 （250522）

区強調月間 東日本区行事・報告・送金 各部・西日本区等 国際・YMCA

2
0
2
5

BF

国際役員投票

IBC

北東部フォーラム

7

8

9

富士山部　　部大会

アジア太平洋地域大会（熊本）

国際半年報

部長・事業主任研修（現・次期）

5

4

次期クラブ会長・部役員研修会

JEFエントリー締切

6

CS･Green P.

各クラブ前期半年報提出
（クラブ会長⇒東日本区）

キックオフ

PR 第1回東日本区役員会

11

10

ASF 国際議員候補者締切

ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾘｰﾀﾞー ｽﾞﾌｫｰﾗﾑ（富士山Y） 国際会長候補者推薦

臨時代議員会（WEB）

前期区費請求書発送 あずさのつどい エリアユースコンボケーション（熊本）

戦略2032

EMC

評価

ワイズメネット

Week4Waste

EF

TOF

YMCAサポート

FF

LT

HTW

JEF

iGo・STEP

各種献金納期（クラブ⇒区）

代議員会（石巻）

関東東部＆東新部

第４回東日本区役員会（Zoom）

代議員会議案送付

代議員会告示

代議員会議案締切

あずさのつどい

第28回東日本区大会（石巻）

12

1

2

3

後期区費請求書発送 国際役員投票締切

次期部役員・クラブ会長報告

各クラブ後期半年報提出
（クラブ会長⇒東日本区）

キリスト教理解 祈りの輪

国際協会年央会議

2
0
2
6

第１4回日本YMCA同盟協議会

北海道部　　部大会

後期区費納期 国際半年報

第３回東日本区役員会
（現・次期合同、中間決算）

東西理事連絡会
（東日本区担当）

ユース
合同行事（名称未定）
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

2024-2025 年度 

年次代議員会議案提案書 

第 5 号議案 

提案年月日 2025 年 6 月 7 日 

提案者  山田 公平 

役職  理事 

 

議案名 2025-2026 年度東日本区臨時代議員会開催承認の件 

提案趣旨 2025-2026 年度東日本区臨時代議員会開催の承認をお願いします。 

提案内容 下記につき、臨時代議員会（Web 会議、郵便または電子媒体による議案処理の場合を含む）

を開催する。 

① 2024-2025 年度東日本区年次代議員会議事録承認 

 実施時期 2025 年 6 月末ごろ 

② 2024-2025 年度東日本区会計決算及びその他報告の承認 

 実施時期 2025 年 8 月ごろ 

③ 代議員会において処理すべき事項が発生した場合、役員会において開催を承認するこ

とにより実施することを可能とする 

実施時期 2025-2026 年度中 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

2024-2025 年度 

年次代議員会議案提案書 

第 6 号議案 

提案年月日 2025 年 6 月 7 日 

提 案 者 山田 公平 

役 職 理事 

 

議案名 区の範囲検討を踏まえた必要な定款・定款施行細則の変更承認の件 

提案内容 湘南・沖縄部から要請のあった部名の変更とあわせて、沖縄県下クラブを加えた西日本区

との協議を経て実態にあわせた区の範囲の整理に伴う必要な定款・定款細則の改定を行い

たい。 

改正しようとする新旧比較表 下段より 

東日本区定款 

改正前 改正後 

第 1 条 名称・構成 

第 1 項 この組織は、ワイズメンズクラブ国際

協会東日本区（以下「区」という。）に加盟し

英文では The International Association of Y’s 

Men’s Clubs Japan East Region と称す。  

第 2 項 区の地理的範囲は、東日本（新潟県、

長野県、静岡県以東北海道までの全域）および

沖縄県とする。 

  

第 1 条 名称・構成 

第 1 項 この組織は、ワイズメンズクラブ国際

協会東日本区（以下「区」という。）に加盟し

英文では The International Association of Y’s 

Men’s Clubs Japan East Region と称す。  

第 2 項 区の地理的範囲は、東日本（新潟県、

長野県、静岡県以東北海道までの全域）とする。 

〔および沖縄県〕を削除 

東日本区定款施行細則 

改正前 改正後 

第 1 条 総則 

第 1 項 東日本区定款（以下「定款という」。）

第 24条第 2項により東日本区定款施行細則（以

下「細則」という。を以下のとおり定める）。  

第 2 項 定款第 4条第 1項により、東日本区（以

下「区」という。）に北海道部、北東部、関東

東部、東新部、あずさ部、湘南・沖縄部および

富士山部を設ける。 

第 1 条 名称・構成 

第 1 項 （変更無し）  

 

 

 

第 2 項定款第 4 条第 1 項により、東日本区（以

下「区」という。）に北海道部、北東部、関東

東部、東新部、あずさ部、かながわ部および富

士山部を設ける。 
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（今後のロードマップ） 

6 月 7 日（土） 年次代議員会にて審議・決定(定款施行細則は同日改正、7 月 1 日施行) 

8 月下旬  臨時代議員会にて議決 

（定款改正は定款第 22 条の定めにより異なる年度の代議員会を経て国際議会の承認を得ることが必要） 

 

参 考 

● 4 月 12 日開催の第 3 回役員会において下記報告があった。 

 

部則改正の件（沖縄クラブの西日本区移籍に伴い） 

湘南・沖縄部は、第 2 回部則改正委員会を開催（2024 年 10 月 30 日）し、第 2 回評議会（2024 年 11 月 30

日）にて部則、第一章総則、第 1 条・名称、を下記のように改正いたしましたのでご確認ください。 

（旧）ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区            

湘南・沖縄部 部則 

第 1 章 総則 

第１条 名称 

この組織は、ワイズメンズクラブ国際協会東日本区・湘南・沖縄部（以下「部」 

という。）と称し、その地理的範囲は主として神奈川県及び沖縄県とする。 

 

（新）ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

かながわ部 部則 

第 1 章 総則 

第１条 名称 

この組織は、ワイズメンズクラブ国際協会東日本区・かながわ部（以下「部」 

という。）と称し、その地理的範囲は主として神奈川県とする。 

 

● 2025 年 4 月 13 日開催の東西理事懇談会において、西日本区では現在沖縄県については京都部が担当し

ているが、東日本区の同意を経て沖縄県を中心とした部の創設を視野に入れているとの発言があり、確

認された。 

 

ちなみに、西日本区の定款では、第 1 条（名称・構成）第 2 項に、「西日本区の地理的範囲は、富山県・岐

阜県・愛知県以西、沖縄県までとする。」と定められている。 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

2024-2025年度 

年次代議員会議案提案書 

第 7号議案 

提案年月日 2025年 6月 7日 

提案者 山田 公平 

役職 東日本区理事 

 

議 案 名 部の在り方の検討を踏まえた必要な定款・定款施行細則の変更承認の件 

提案内容 部の多様性を推進するための検討に障害となる可能性のある条文を見直し定款・定款施行細

則の変更を行いたい。 

 

改正しようとする新旧比較表 下段より 

東日本区定款 

改正前 改正後 

第16 条 事業主任の任務  

第 1項 区は、国際協会の推進する事業および

理事が必要と認める事業を推進する

ために、事業主任を置く。事業主任は

複数の事業を兼務することができる。  

第 2項 前項に定める事業については、別に定

める。  

第 3項 事業主任は、部の事業主査と連携し、

各部・各クラブの事業活動を啓発・促

進するとともに、国際およびアジア太

平洋地域のそれぞれの事業主任と連

携する。  

 

第 17 条 部長の任務 

第 1 項 部長は、部評議会において選出され、

理事が任命する。  

第 2 項 部長は、理事の運営方針と指導の下に、

部を代表し、部内外の状況を絶えず把

握するとともに、部の運営責任者とし

て行政および財政を掌理・執行する。  

(2) 部長は、部内各クラブに対し適切な指

導と助言を与え、各クラブおよび部の

発展に努める。  

 

第 16 条 事業主任の任務  

第 1項 （変更なし） 

 

 

 

第 2項 （変更なし）  

  

第 3項 事業主任は、部と連携し、各部・各ク

ラブの事業活動を啓発・促進するとと

もに、国際およびアジア太平洋地域の

それぞれの事業主任と連携する。  

 

 

第 17 条 部長の任務 

第 1 項 部長は、部則に定める方法により選出

され、理事が任命する。  

第 2 項 部長は、理事と連携を密にし、部を代

表し、部内外の状況を絶えず把握する

とともに、部の運営責任者として行政

および財政を掌理・執行する。  

(2) 部長は、部内各クラブに対し適切な指

導と助言を与え、各クラブの発展と会

員の意識啓発と資質の向上、部内の友

好に努める。  
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第 3 項 部長は、区役員および第 10 条第2 項

の指名委員会委員としての任務を遂行

する。  

第 4 項 部長の処理すべき主な事項は、次のと

おりである。  

(1) 部書記、部会計、事業主査およびその

他の部役員を任命する。  

(2) 部の事業全般に関する事項を審議・議

決するため、原則として年 3 回以上評

議会を開催し、部長は議長を務める。  

(3) 部内各クラブ相互の情報交換および親

睦のため、年 1 回以上、部長が主宰す

る部大会を実施する。  

(4) 部の活性化と会員のリーダーシップの

開発と向上のために、部長は年1 回以

上部主催の研修会を実施する。  

(5) 年1 回以上、部内各クラブの例会また

は役員会に出席して、その状況を把握

するとともに事業方針の浸透を図り、

クラブ活動の一層の活性化に寄与する

ものとする。  

(6) 部内の新クラブ設立および会員増強に

ついて積極的に関与・指導する。 

  

(7) その他、部則の定めるところによる。 

第 3 項（変更なし） 

 

 

第 4 項 部長の処理すべき主な事項は、次のと

おりである。  

(1)部役員を任命することができる。 

 

(2) （削除） 

 

 

(3) （削除） 

 

 

(4) （削除） 

 

 

(5)→（2）年1 回以上、部内各クラブの例会

または役員会に出席して、その状

況を把握するとともに事業方針の

浸透を図り、クラブ活動の一層の

活性化に寄与するものとする。 

(6)→(3) 部内の新クラブ設立および会員増

強について積極的に関与・指導す

る。 

(7)→(4) その他、部則の定めるところによ

る。 

東日本区定款施行細則 

改正前 改正後 

第 1 条 総則 

 

第 １ 項 東日本区定款（以下｢定款｣という｡）

第24条第2項により東日本区定款施行

細則（以下｢細則｣という。）を以下の

とおり定める｡  

第 2 項 定款第 4 条第 1 項により､東日本区

（以下｢区｣という｡）に北海道部､北東

部、関東東部､東新部､あずさ部､湘南･

沖縄部および富士山部を設ける｡  

 

第 2 条 半年報（定款第 5 条）  

第 １ 項 定款第 5 条第 1 項に定める半年報

は､区の現況を把捉するための基礎資

料であり､東日本区費（以下｢区費｣と

いう｡）等の算定基準になる｡  

第 1 条 総則 

 

第 １ 項 （変更なし） 

 

 

 

第 2 項 （別議案にて改定提案） 

 

 

 

 

第 2 条 半年報（定款第 5 条）  

第 １ 項 （変更なし） 
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第 2 項 半年報は､各クラブの会長が前期 7月 

1日､後期 1月 1日現在の会員状況を

とりまとめ作成の上､部長を経て区書

記宛に提出する｡ 

第 2 項 半年報は､各クラブの会長が前期 7月 

1日､後期 1月 1日現在の会員状況を

とりまとめ作成の上､区事務所宛に提

出する｡ 

（今後のロードマップ） 

6月 7日（土） 年次代議員会にて審議・決定（定款施行細則は同日改正、7月 1日施行） 

8月下旬  臨時代議員会にて議決 
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ワイズメンズクラブ国際協会 東日本区 

2024-2025年度 

年次代議員会議案提案書 

 

第 8号議案 

提案年月日 2025年 6月 7日 

提案者 山田 公平 

役職 東日本区理事 

 

議 案 名 東日本区大会の実行体制の変更に伴う必要な定款・定款施行細則の変更改定について 

提案内容 現在、ホストクラブがすべての企画、実行と予算執行を執り行っている体制を見直し、東日本区

に大会実行委員会を設置し、地元に設置するホストとの連携の下に東日本区大会の成功を目

指す体制としたい。 

補足等 会員数の減少により多くの登録者数が期待できなくなっている一方で、必要な経費は物価高騰

のあおりでかさんできている。 

これにより大会収支を確保できるかという懸念がホストクラブ立候補をためらわせる大きな要因と

なっている。 

また各クラブの会員も限られることから労力、人材の面で立候補できるクラブも将来限られること

が予測できる。 

また、次期東日本区会計予算において、東日本区大会補助金や区活動費からの大会関係旅

費・宿泊費などを削除する提起もあり円滑な区大会予算執行のために会計責任を一体的に東

日本区に移す必要があると考え提案する。 

 

改正しようとする新旧比較表 下段より 

東日本区定款 

改正前 改正後 

第 6 条 代議員会 

第 9 項 年次代議員会において処理すべき事項は、

次のとおりである。 

（略） 

(6) 区大会のホストクラブおよび開催地の決定 

(7) 定款の改正  

(8) 区費の改定  

(9) 提出議案の審議および採決  

(10) その他の事項 

 

第 6 条 代議員会 

第 9 項 年次代議員会において処理すべき事

項は、次のとおりである。 

（略） 

(6) （削除） 

     (7→6) 定款の改正  

(8→7) 区費の改定  

(9→8) 提出議案の審議および採決  

      (10→9) その他の事項 
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第16 条 事業主任の任務  

第 1 項 区は、国際協会の推進する事業および理事

が必要と認める事業を推進するために、事

業主任を置く。事業主任は複数の事業を兼

務することができる。  

第 2項 前項に定める事業については、別に定める。  

第 3項 事業主任は、部の事業主査と連携し、各部・

各クラブの事業活動を啓発・促進するとと

もに、国際およびアジア太平洋地域のそれ

ぞれの事業主任と連携する。  

 

第 21 条 区大会 

第 1 項 区大会（以下「大会」という。）は、当該

年度理事が主宰し、原則として、毎年1 回、

6 月に開催する。  

第 2 項 大会の目的は、参加する各クラブおよび

会員が情報を交換し、互いに啓発し、共に

運動を担う者としての連帯と協力を一層

深めることにある。  

第 3 項 大会運営の中心的役割を担うクラブ（以

下「ホストクラブ」という。）は、大会開

催のための実行委員会を設け、当該年度理

事の指導の下に大会を運営する。  

 

 

第 4 項 ホストクラブは、大会参加費および区が

負担する大会支援金により開催費用を賄

うことを原則とし、大会終了後当該年度理

事に対し、速やかにその収支報告をする。

収支の取扱いについては、 役員会におい

て別途協議し決定するものとする。  

第16 条 事業主任の任務  

第 1項（変更なし） 

 

 

 

第 2項（変更なし） 

第 3項 事業主任は部と連携し、各部・各ク 

ラブの事業活動を啓発・促進すると

ともに、国際およびアジア太平洋地

域のそれぞれの事業主任と連携す

る。  

第 21 条 区大会 

第 1 項 （変更なし） 

 

第 2 項 （変更なし） 

 

 

 

 

第 3 項 東日本区は大会運営の中心的役割を

担う実行委員会（以下「区大会実行

委員会」という。）を設け、代議員会

が承認したクラブ・部・理事が適当

と認める団体（以下「ホスト」とい

う。）と連携し、大会開催に必要な処

理・実行の一部を行う。 

第 4 項 区大会実行委員会は大会参加費によ

り開催費用を賄うことを原則とし、

大会終了後、当該年度理事に対し、

速やかにその収支報告をする。 

収支の取扱いについては、 役員会に

おいて別途協議し決定するものとす

る。  

 

東日本区定款施行細則 

改正前 改正後 

第 10 条 区大会ホストクラブの選定と経費支援等

（定款第 11 条、第 21 条） 

 

第 1 項 理事は役員会の中に次々期大会ホストク

ラブ選定委員会を設け､その選定を行う｡ 

第 2 項 次期大会のホストクラブ （以下｢ホストク

ラブ｣という｡） は指定期限までに理事に

対し､大会プログラム､予算書および大会

準備予定表を提出してその承認を得ると

ともに､準備の進捗状況を絶えず報告し理

第 10 条 区大会ホストの選定と経費支援等 

（定款第 11 条、第 21 条） 

 

第 1 項 （削除）  

 

第 2→1 項 区大会実行委員会は次期大会のホ

ストを選定し、両者の連携の下、協議

し､役員会に大会プログラム､予算書お

よび大会準備予定表を提出してその承

認を得る。 
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事の了承と指示を仰ぐ｡  

第 3 項 区は大会支援金 （会員一人当たり 500 

円） をホストクラブに交付するほか､大会

準備金として 50 万円を貸与する。  

第 4 項 区は大会終了後の収支報告については､ホ

ストクラブの意見を可能な限り尊重する｡ 

第 5 項 東日本区大会時に発生する区会計負担の

費用は以下の表の通りとする｡ 

 （略） 

 

第 3 項 （削除） 

 

 

第 4 項 （削除）｡ 

 

第 5→2 項（変更なし） 

 

(略) 

（今後のロードマップ） 

6月 7日（土） 年次代議員会にて審議・決定 

 （定款施行細則は同日改正、7月 1日施行） 

8月下旬  臨時代議員会にて議決 

 （定款改正は定款第 22条の定めにより異なる年度の代議員会を経て国際議会の承認を得ることが必要） 

 

 

 




